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地震・津波等における基本的な対応について 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、 

本校の教育活動に対しまして多大なるご支援、ご協力を賜り厚く感謝申し上げます。 

 さて、新年度のスタートにあたり、「学校の基本的な対応」についてお知らせいたします。地震・津波

等の発生・発令時は、通信システムが込み合い『らくらく連絡網』等での連絡が届かない場合も想定され

ます。また、連絡と確認が前後することで、混乱が発生することも考えられることから、下記の事項を基

本的な約束事として確認いたします。また、連絡と確認が前後することで、混乱が発生することも考えら

れることから、下記の事項を基本的な約束事として確認いたします。それをもとに、各家庭ででも緊急時

の行動について、日頃から十分な話し合いをしていただければと思います。 

 

 

 

 

大地震や津波警報等が・・・ 

〇登校時刻前に発生したとき 

（釧路市小中学校共通の確認事項） 

〇登下校中・在校中に発生したとき 

（釧路市ハザードマップによる浸水想定をもとに

した本校の対応） 

■次の場合、学校から連絡がない場合でも「臨時

休校」となります。 

 〇震度５弱以上の地震が発生したとき 

 〇津波警報・大津波警報が発令されたとき 

 ・発生・発令時刻によっては、「通常登校」「始

業時刻を繰り下げての登校」となる場合もあ

ります。その場合は、『らくらく連絡網』で

お知らせします。それまでは、臨時休校とお

さえて対応してください。 

 ・夜間に発生した（発令された）場合は、翌朝 

までに対応を決定し、連絡します。 

 

■津波注意報の場合は、基本は「通常登校」です。 

 ・発令時刻によっては、「始業時刻を繰り下げ

ての登校」などの対応もあります。その場合

は、『らくらく連絡網』でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

■登下校中に大地震が起こった場合、学校に向か 

うことを原則とします。 

 

 ◎大地震が起きたら・・・ 

  ①身近で安全な場所に避難し、揺れがおさま 

るのを待つ。 

  ②できるだけ高い場所を通って、学校に向か

う。 

 

■緊急の場合は個人の判断で動きます。 

 ・自宅に近い場合は、自宅に戻る。 

 ・津波等発生の恐れがある場合は、海や川から 

できるだけ離れ、緊急避難場所等の高い場所 

へ避難する。 

（家族であらかじめ打ち合わせてある場所） 

 

■学校にいる時に大地震が起こった場合 

 ・基本的に震度５以上、大津波警報、津波警報 

  発令で学校待機となります。 

 ・大津波警報、津波警報時は校舎３Fに全校避難 

します 

 ・通学路の安全や地域の被害状況が軽微な場合 

は、警報等解除後に徒歩下校します。 

 ・下校時の安全が確認できない場合、保護者の 

  お迎えを原則とします。 

※いずれの場合も、身の安全を守ることを最優先とすることを家庭でもご確認ください。 

武佐小学校は、大津波警報・新釧路川の洪水発生時の緊急避難施設となっています。 

～テレビ・ラジオの報道について～ 

地震及び津波の発生により「臨時休校」等に

なる場合、通常はＮＨＫテレビのテロップ報

道やラジオ報道がありますので、それらも活

用し、情報収集に努めてください。 

 

 

 

 


